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令和６年度 港区会計年度任用職員（児童相談所職員）募集案内 

令和６年２月２２日 

港区児童相談所児童相談課 

１ 職名、職務内容及び採用予定数 

 職名 職務内容 
採 用

予定数

（１） 家庭復帰支援員 

・施設入所、一時保護等からの家庭復帰に向けての

援助計画に基づく支援 

・児童が家庭復帰した後の家庭訪問 

１名 

（２） 
電話相談専門員

（日勤・遅番） 

・虐待通告、相談電話への対応 

・電話相談の内容を基にした児童虐待の緊急度の確

認、対応可能な社会資源の案内、児童福祉司、児

童心理司等への報告等 

１名 

（３） 
【一時保護所】 

児童対応支援員 

【女児・幼児対応】 

・生活面のケア、レクリエーション、食事、健康管

理等の対応 

１名 
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２ 受験資格及び勤務条件 

（１）家庭復帰支援員 

  ア 受験資格 

    次の（ア）及び（イ）の要件をいずれも満たす方 

  （ア）児童福祉司又は児童指導員任用資格、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、教員、保

育士、社会福祉主事、看護師の有資格者又は大学等で心理学、教育学若しくは社会学を専

修する課程を修めた者 

  （イ）児童相談所、乳児院、児童養護施設等で児童福祉関係の業務経験があること又は子ども

家庭等に関する相談実務経験があること。 

  イ 勤務条件 

  （ア）報酬額 

     １８８，３５２円～２０８，３２０円（地域手当相当額を含む。） 

    ※勤務経験に応じて、報酬月額を決定します。 

    ※再度任用された場合は、経験加算により報酬額が上がります（上限あり）。 

    ※特別区人事委員会勧告等の状況により、報酬額が増減する場合があります。 

  （イ）手当等 

    ・通勤手当相当額を別途支給（上限５５，０００円／月） 

    ・任期が６か月以上の場合は、期末・勤勉手当を支給 

    ・特殊勤務手当を別途支給(日額９５０円) 

  （ウ）勤務日数 

     週４日（月曜日～金曜日のうち４日） 

  （エ）勤務時間 

     午前９時３０分から午後６時１５分まで 

    ※公務のため、必要となる場合は超過勤務となる場合があります。 

  （オ）休憩時間 

     １時間 

  （カ）週休日 

     土曜日及び日曜日 

    そのほかに、月曜日から金曜日までのうち固定の１日（曜日については応相談） 

  （キ）休日 

     祝日、年末年始の休日（１２月２９日から翌年１月３日までの日） 
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（２）電話相談専門員（日勤・遅番） 

  ア 受験資格 

    次の（ア）及び（イ）の要件をいずれも満たす方 

（ア）児童福祉司又は児童指導員任用資格、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、教員、保

育士、社会福祉主事、看護師の有資格者又は大学等で心理学、教育学若しくは社会学を専

修する課程を修めた者 

  （イ）児童虐待対応又は子ども家庭に関する相談実務経験があること。 

  イ 勤務条件 

  （ア）報酬額 

     １８８，３５２円～２０８，３２０円（地域手当相当額を含む。） 

    ※勤務経験に応じて、報酬月額を決定します。 

    ※再度任用された場合は、経験加算により報酬額が上がります（上限あり）。 

    ※特別区人事委員会勧告等の状況により、報酬額が増減する場合があります。 

  （イ）手当等 

    ・通勤手当相当額を別途支給（上限５５，０００円／月） 

    ・任期が６か月以上の場合は、期末・勤勉手当を支給 

    ・特殊勤務手当を別途支給(日額９５０円) 

  （ウ）勤務日数 

     週４日（土曜、日曜勤務あり） 

  （エ）勤務時間 

    ・日勤 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

    ・遅番 午後１時から午後９時４５分まで 

    ※交代制勤務となります。 

    ※公務のため、必要となる場合は超過勤務となる場合があります。 

  （オ）休憩時間 

     １時間 

  （カ）週休日 

     シフト勤務のため、週休日は４週間ごとに定めます。 

  （キ）休日 

     シフト勤務のため、祝日、年末年始の休日（１２月２９日から翌年１月３日までの日）

は、出勤となり振替える場合があります。 
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（３）児童対応支援員 

  ア 受験資格 

    次の（ア）及び（イ）の要件をいずれも満たす方 

（ア）保育士又は児童指導員任用資格を有する者 

  （イ）児童養護施設、児童相談所一時保護所、保育所、児童館、学童クラブ等の児童福祉に関

する実務経験があること。 

  イ 勤務条件 

  （ア）報酬額 

     １６７，１３６円～１９１，７１２円（地域手当相当額を含む。） 

    ※勤務経験に応じて、初任給額を決定します。 

    ※再度任用された場合は、経験加算により報酬額が上がります（上限あり）。 

    ※特別区人事委員会勧告等の状況により、報酬額が増減する場合があります。 

  （イ）手当等 

    ・通勤手当相当額を別途支給（上限５５，０００円／月） 

    ・任期が６か月以上の場合は、期末・勤勉手当を支給 

    ・特殊勤務手当を別途支給(日額１，４７０円) 

    ・夜間（２２時～翌日５時）勤務をした場合は、夜勤手当を支給 

  （ウ）勤務日数 

     週４日（土曜、日曜勤務あり） 

  （エ）勤務時間 

    ・日勤 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

    ・遅番（幼児） 午後０時３０分から午後９時１５分まで 

    ・遅番（学齢児）午後１時１５分から午後１０時まで 

    ・夜勤入り及び夜勤明け 午後４時から午前９時３０分まで 

    ・早番 午前７時から午後３時４５分まで 

    ※２４時間の交代制勤務となります。 

    ※公務のため、必要となる場合は超過勤務となる場合があります。 

  （オ）休憩時間 

     １時間（夜勤入り及び夜勤明けは２時間） 

  （カ）週休日 

     シフト勤務のため、週休日は４週間ごとに定めます。 

  （キ）休日 

     シフト勤務のため、祝日、年末年始の休日（１２月２９日から翌年１月３日までの日）

は、出勤となり振替える場合があります。 
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（４）次に掲げる事項に該当する方は、応募できません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 任用期間 

  任用開始日～令和７年３月３１日 

  ※任用期間満了後に同一の職務内容の職が設置される場合で、かつ能力実証の結果が良好で

ある場合は、連続４回まで公募によらずに再度任用される可能性があります。 

 

４ 勤務場所等 

（１）勤務場所 

   港区児童相談所 

   港区南青山五丁目７番１１号 

（２）休暇等 

   年次有給休暇、慶弔休暇、夏季休暇、育児・介護のための休暇・休業等（付与・取得要件あ

り） 

  ※年次有給休暇については、職によって日数が異なり、前年度に引き続いて再度任用された

場合は、継続年数によって日数が異なります。 

（３）社会保険 

   健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の加入あり 

（４）研修 

   採用後、内部研修あり 

 

５ 選考日・選考方法等  

方    法 面接 
申込書類一式の審査後、会計年度任用職員として必要な基礎

的知識等について、個別面接を行います。 

日 時 等 随時実施 

そ の 他 採用予定数に達し次第、終了となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での者 

２ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 

３ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第６０条から第６３条までに規定する罪

を犯し刑に処せられた者   

４ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 
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６ 申込方法 

以下の「申込書類一式（①～③）」に必要事項を記入し、下記申込先へ事前連絡の上、郵送

し、又は持参してください。 

  郵送 持参 

申込書類 

一式 

①港区会計年度任用職員採用選考申込書（写真貼付） 

※複数の職に申し込む場合は、該当する職の数に応じて申込書をコピーし

（写真は一枚に貼付してあれば構いません。）、面接票を添付してくださ

い。 

②面接票（職により異なります。） 

③返信用封筒（宛先を明記、角２封筒に１２０円切手貼付） 

※採用の場合は、必要書類を送付いたします。不採用の場合は、応募書類

を返却させていただきます。 

申込方法 

下記申込先に郵送してください。

封筒の裏に必ず自分の住所・氏名

を記入してください。 

下記申込先の窓口にてお申し込みく

ださい。 

申 込 先 

問 合 せ 

〒１０７－００６２ 港区南青山五丁目７番１１号 

港区児童相談所児童相談課 

電話 ０３－５９６２－６５００ FAX ０３－５９６２-６５０９ 

 

 


